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船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年２月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年９月７日 ０９時００分ごろ 

発生場所 長崎県新上五島町青方
あおかた

港内の折
おれ

島南西方沖（平
ひら

瀬東側付近） 

 青方港国家石油備蓄基地船溜り波除堤灯台から真方位２３０°８７

０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５８.９′ 東経１２９°０１.１′） 

事故の概要  プレジャーボート大志
た い し

丸は、南南西進中、干出浜（岩）に乗り揚げ

た。 

 大志丸は、船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和３年９月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 大志丸、４.９９トン 

 ２９２－３２７７９長崎、濱中水産合同会社 

 １０.４５ｍ（Lr）×２.４５ｍ×０.８２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２８０.９６kＷ、昭和５５年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５３歳 

 二級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２８年７月１５日 

  免許証交付日 令和３年７月２７日 

         （令和８年７月２６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口、プロペラ翼、プロペラ軸及び舵軸に曲損、機関室及

び操舵室の各機器に濡損等（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、折島北岸西方沖の釣り場で釣りを

行った後、令和３年９月７日０８時５５分ごろ同釣り場を発進し、折

島南西方沖にある平瀬南西方沖の釣り場（以下「本件釣り場」とい

う。）に向かった。 

 船長は、操舵室で立って操船に当たり、約８ノットの対地速力で手

動操舵により、右舷側の海面上に見えている平瀬東端から約１０ｍ隔
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てる針路とし、本件釣り場に向けて本船を南南西進させた。 

 本船は、０９時００分ごろ平瀬東側付近の干出浜（岩）に乗り揚げ

て同干出浜を通過した。 

 船長は、衝撃を感じて乗り揚げたことに気付き、操舵室前部区画下

方の機関室の浸水の有無を確認したところ、同室内に浸水しており、

乗揚後数十秒で、機関が海水に浸かって警報音が鳴ったので、機関を

停止した後、知人の漁業者に携帯電話で連絡して救助を依頼した。 

 船長は、操舵室前部区画にあるビルジポンプのスイッチを入れよう

としたが、機関室への浸水量が多く、同区画床のサブタを取っていて

足場が不安定であり、同スイッチを入れるのが困難であったので、バ

ケツで排水作業を始めた。 

 知人の漁業者から連絡を受けた地元の漁業協同組合所属の漁船（以

下「本件救助船」という。）の乗組員は、本事故現場に来援し、本件

救助船の水中ポンプで本船の排水作業を行いながら、本船を横抱きし

て青方港内の岸壁に向かった。 

 船長は、本件救助船の他の乗組員と共に、バケツで本船の排水作業

を行っていたが、排水が追い付かずに危険を感じたので、本件救助船

に２人で移乗した。 

 本件救助船の乗組員は、青方港内の岸壁に到着して同岸壁の手前で

減速した際、本船の機関室への浸水量が増加して本船が沈下してきた

ので、危険と判断し、船長と本件救助船の乗組員がもやい
．．．

索を包丁で

切断したところ、本船が沈没した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

 船長は、本事故当時、固型式の救命胴衣を着用していた。 

 船長は、平成２８年に小型船舶操縦免許を取得した後、平成２９年

ごろから本船に乗船して折島周辺海域で釣りをしており、春から秋ご

ろにかけて、平均して月に４～５回本船で釣りを行っていた。 

 本船にはＧＰＳプロッターが備えられていたが、船長が乗り始めた

頃から同プロッターは故障していた。 

 船長は、海図で水路調査を行ったことはなく、また、知人等に折島

周辺海域の浅所の状況等を聞いたことはなかった。 

 船長は、ふだん、目視により、海面上に見えている島や瀬から数十

ｍの距離を隔てて航行しており、潮位が下がっているときに平瀬周辺

を見て平瀬周辺が浅くなっていることを知っていたが、本事故時、高

潮時であったので、海面上に見えている平瀬東端から約１０ｍ隔てる

針路で航行すれば安全に航行できると思っていた。 

 海図Ｗ１２５３（青方港）によれば、平瀬の東側では干出浜に続い

て東方に水深２ｍ以下の浅所が約１００ｍ拡延している。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、折島南西方沖を手動操舵により南南西進中、船長が、海面

上に見えている平瀬東端から約１０ｍ隔てる針路で平瀬東方を安全に

航行できると思い、本件釣り場に向けて同じ針路で航行を続けたこと

から、平瀬東側付近の干出浜に乗り揚げたものと推定される。 

 船長は、平瀬周辺が浅くなっていることを知っていたが海図で水路

調査を行ったことはなく、ふだん、目視により、海面上に見えている

瀬から数十ｍの距離を隔てて航行していたものの、本事故時、高潮時

であったことから、海面上に見えている平瀬東端から約１０ｍ隔てる

針路で平瀬東方を安全に航行できると思っていたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が折島南西方沖を手動操舵により南南西進中、船長

が、海面上に見えている平瀬東端から約１０ｍ隔てる針路で平瀬東方

を安全に航行できると思い、本件釣り場に向けて同じ針路で航行を続

けたため、平瀬東側付近の干出浜に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、事前に海図等を用いて航行予定海域の水路調査を行い、

瀬の周辺では干出浜等の浅所が拡延していることがあるので、同

海域の水路状況を十分に把握して航行すること。 

 ・船長は、ＧＰＳプロッター等の航海計器が故障している場合、早

期に修理を行って航海計器を活用することが望ましい。 

 ・船長は、事故発生時には速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県 

中通島 

新上五島町 西海市 

長崎市 

青方港 

折島 

青方港国家石油備蓄基地 
船溜り波除堤灯台 

平瀬 

× 事故発生場所 
（令和３年９月７日 
０９時００分ごろ発生） 

本件釣り場 

本事故前の釣り場 

本船 

五 

島 

島 
列 

本船が沈没 
した場所 


